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◎中小企業が新品の機械及び装置等を取得又は製作する為の投資に対する 特別償却又は税額控除 Y xy�z 1j<}Mk 1�1�~F Q•€•===d‚0 1ƒ„ 1…†� ZZZ����� �� �	 			� �� �
� 
�
�
� ������������� �� �
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対象となる設備
　・機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上
　・特定の器具・備品(電子計算機、デジタル複合機)で1台又は1基、あるいは
　　　同一種類の複数台の合計の取得価額が120万円以上 先日行われた 当事務所主催の将軍の日。ご意見、ご感想をいただきましたので、ご紹介致します。
　・一定のソフトウェア(合計の取得価額が70万円以上） ･大変良い経験をさせて頂き 感謝申し上げます。目標数値を 中間で確認し、確実な目標として 1年間

 努力をしてゆく所存です。
◎「情報基盤強化税制」について、情報ｾｷｭﾘﾃｨ強化の為の投資に対する特別償却又は税額控除（選択適用）。 ･とても充実した時間をもてました。漠然としていた予測が 少し形になって組み立てることが出来ました。
年間投資下限額を70万円に引下げる（改正前300万円）等の改正を行い. /01 � 23456 789:;<= >? の 広々とした事務所で 開放感があり リフレッシュもできたようです。今日から頑張ろうと＜I 様＞年間投資下限額を70万円に引下げる（改正前300万円）等の改正を行い. /01 � 23456 789:;<= >? の 広々とした事務所で 開放感があり リフレッシュもできたようです。今日から頑張ろうと＜I 様＞
@ABCDE FG�HIJK L7M0N O、平成22年3月31日までに開始する事業年度まで2年間延長。
◎部門間、関連企業等との間で分断されている情報システムを繋ぐソフトウエアで一定の要件のものが  このようなご意見が頂けました。皆様もぜひ ご参加くださいませ。
新たに対象となる。 ☆平成20年の将軍の日の開催予定日は 右下の表をご覧ください。1111回回回回につきにつきにつきにつき4444組様限定組様限定組様限定組様限定ですですですです。。。。☆

◎教育訓練費が増加した場合の特別控除の特例について、中小企業の人材育成に資する観点から、
対象を中小企業に集中するとともに、中小企業が利用しやすいよう、労働費用に占める教育訓練費の
割合が0.15%以上の場合に、教育訓練費の総額の一定割合を税額控除できる制度に改正。 •(1•�)‘) D’1)+.9
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倉敷商工会議所より発行されている会報 「くらしき」で Ｈ２０年１月号～１２月号の１年間
”三宅孝治”のコーナーを連載中です。ぜひご覧ください☆
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①その法人が使用人に対して教育、訓練、研修、講習等（以下「教育訓練等」という。）を自ら行う場合における講師又は
指導者（その法人の役員及び使用人は除く。）に支払う報酬、その教育訓練等のための施設、設備などの賃借費用など
②その法人から委託を受けた他の者が 教育訓練等を行う場合に その委託を受けた他の者に支払う費用
③その法人が使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料など
④教育訓練等のための教科書などの教材の購入 又は製作のための費用 �� ������������������������ ��� �� �� �	 		 	
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